
島 根 県 報

� �

��������	


原子力防災訓練記録ビデオ作成業務委託契約に係る競争入札参加資格審査要綱（平成��年島根県告示第���号）の一部

を次のように改正する。

平成��年�月�日

島根県知事 澄 田 信 義

第�条第�項第�号中「登記簿謄本」を「登記事項証明書」に改める。

� �

この告示は、平成��年�月�日から施行する。

��������


介護保険法（平成	年法律第�
�号）第��条第�項の規定に基づき、指定居宅サービス事業者を次のとおり指定したの

で、同法第��条第�号の規定に基づき告示する。

第����号 平成��年�月�日 (�)

� �

� �

原子力防災訓練記録ビデオ作成業務委託契約に係る競争入札参加資格審査要綱の (消 防 防 災 課) �

一部改正

介護保険法の規定に基づく指定居宅サービス事業者の指定 (高齢者福祉課) �

介護保険法の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定 ( 〃 ) 


土地改良区の定款変更の認可 (農 村 整 備 課) 


保安林の指定の解除 （森 林 整 備 課） 


保安林予定森林（�件） （ 〃 ） 


漁船損害等補償法の規定に基づく付保義務の発生 (水 産 課) �

道路の区域の変更 (道 路 維 持 課) �

道路の供用開始 （ 〃 ） �

公有水面埋立ての竣功認可 (河 川 課) �

都市計画事業の認可 （都 市 計 画 課） �

島根県指定金融機関等の名称等の一部改正 (会 計 課) �

島根県収入証紙売りさばき人の氏名等の変更 (審 査 課) �

� �

特定非営利活動法人の定款の変更の申請に係る書類の縦覧 (環境生活総務課) �

特定計量器の定期検査の実施 (商 工 政 策 課) �

宅地建物取引業法の規定に基づく講習の指定 (建 築 住 宅 課) �

����������������������������������������������������
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島 根 県 報

平成��年�月�日

島根県知事 澄 田 信 義

��������	


介護保険法（平成�年法律第���号）第�	条第�項の規定に基づき、指定居宅介護支援事業者を次のとおり指定したの

で、同法第
�条第�号の規定に基づき告示する。

平成��年�月�日

島根県知事 澄 田 信 義

���������


土地改良法（昭和��年法律第���号）第�条第�項の規定により、邑智郡瑞穂町土地改良区の定款変更を平成��年�月

��日付けで認可した。

平成��年�月�日

島根県知事 澄 田 信 義

���������


森林法（昭和�	年法律第���号）第�	条の�第�項の規定により保安林の指定を解除するので、同法第��条第�項にお

いて準用する同条第�項の規定により告示する。

平成��年�月�日

島根県知事 澄 田 信 義

� 解除に係る保安林の所在場所

出雲市芦渡町字廻田����－�

� 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

� 解除の理由

指定理由の消滅

���������


次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法（昭和�	年法律第���号）第�条の規定により告示す

第��	

号 平成��年�月�日(�)

事 業 者 の 名 称 指定した事業 事 業 所 の 名 称 事 業 所 の 所 在 地
指 定
年月日

有限会社 ������
痴呆対応型共
同生活介護

グループホームたくひの里 出雲市大津町�	��番地
平成��年
�月�日

事 業 者 の 名 称 事 業 所 の 名 称 事 業 所 の 所 在 地
指 定
年月日

社会福祉法人 隠岐の島町社会
福祉協議会

隠岐の島町武良居宅介護支援事
業所

隠岐郡隠岐の島町中村����番地�
平成��年
�月�日
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る。

平成��年�月�日

島根県知事 澄 田 信 義

� 保安林予定森林の所在場所

鹿足郡六日市町大字朝倉����、����、���	、����、��
�

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐は、択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準

伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び六日市町役場に備え置いて縦覧に供する。）

���������	

次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法（昭和�	年法律第��号）第��条の規定により告示す

る。

平成��年�月�日

島根県知事 澄 田 信 義

� 保安林予定森林の所在場所

鹿足郡六日市町大字蓼野���－�、�
�－�

� 指定の目的

水源のかん養

� 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐は、択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準

伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び六日市町役場に備え置いて縦覧に供する。）

��������
	

漁船損害等補償法（昭和��年法律第��号）第���条の�第�項の規定による届出を審査した結果、次の加入区につい

て、同法第���条第�項の規定による同意があったと認めたので、同法第���条の�第�項及び漁船損害等補償法施行規則

（昭和��年農林省令第��号）第�	条の�の規定により告示する。

平成��年�月�日

島根県知事 澄 田 信 義

� 温泉津町加入区（温泉津町漁業協同組合）

第��	��号 平成��年�月�日 (�)
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� 浜田市加入区（はまだ漁業協同組合）

� 益田市加入区（益田市漁業協同組合）

��������	


道路の区域を次のように変更したので、道路法（昭和��年法律第���号）第��条第�項の規定に基づき告示する。

その関係図面は、告示の日から�	日間島根県土木部道路維持課及び当該道路を管轄する地方機関において一般の縦覧に

供する。

平成��年
月�日

島根県知事 澄 田 信 義

���������


道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和��年法律第���号）第��条第�項の規定に基づき告示する。

その関係図面は、告示の日から�	日間島根県土木部道路維持課及び当該道路を管轄する地方機関において一般の縦覧に

供する。

平成��年
月�日

島根県知事 澄 田 信 義

第�����号 平成��年
月�日()

道路の
種 類

路 線 名

道 路 の 区 域 管轄する地
方機関の名
称

備 考
区 間

変更前
後の別

敷地の幅員 延 長

県 道 浜田美都線
浜田市内田町���番�

地先から同町��	番�

地先まで

前
メートル

�	���～
�����

メートル
�����

浜田土木建
築事務所

災害復旧工事

拡幅後 �����～
�����

�����

道路の
種 類

路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 延 長
供用開始
年 月 日

管轄する地
方機関の名
称

備 考

一般国道 ��号
仁多郡奥出雲町下横田���番�地先から
同��番�地先まで

メートル
�	����

平成��年

月�日

木次土木建
築事務所仁
多土木事業
所県 道 横田多里線

仁多郡奥出雲町横田���	番�地先から同
����番��地先まで

������ 〃

〃 出雲平田線
出雲市武志町��番地先から同町�	�番地
先まで

����� 〃
出雲土木建
築事務所

〃
平田大社自
転車道線

出雲市大津町���番��地先から同町�番
�地先まで

��	��� 〃

〃 川本波多線
大田市三瓶町志学字寺ノ奥ハ���番�地
先から同大字字桝屋ハ��番地先まで

�	����
平成��年

月��日

川本土木建
築事務所大
田土木事業
所

〃 浜田美都線
那賀郡弥栄村大字田野原���番�地先か
ら同大字���番�地先まで

����
平成��年

月�日

浜田土木建
築事務所
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���������	

公有水面埋立法 (大正��年法律第��号) 第��条第�項の規定に基づき､ 次のとおり公有水面埋立てを竣功認可したの

で､ 同条第�項の規定により告示する｡

平成��年�月�日

島根県知事 澄 田 信 義

� 竣功認可の年月日

平成��年	月��日

� 竣功認可を受けた者

島根県知事 澄田信義


 埋立区域の位置､ 区域及び面積

� 位置

松江市美保関町美保関����番
に接する県道の地先から同所����番に接する国有海浜地の地先までの公有水面

� 区域

次の①の地点から⑬の地点までを順次に直線で結んだ線、⑬の地点と⑭の地点を結ぶ公有水面と陸地との境界線

（平成	年
月��日付け島根県告示第���号により認証された美保関町地籍調査の成果による。) 及び①の地点と⑭

の地点とを直線で結んだ線により囲まれた区域

①の地点 島根県松江市美保関町美保関港東防波堤灯台 (北緯��度��分��秒､ 東経���度��分��秒) から���度��分��

秒、������メートルの地点

②の地点 ①の地点から���度��分��秒、�����メートルの地点

③の地点 ②の地点から���度��分��秒、�����メートルの地点

④の地点 ③の地点から���度��分��秒、����メートルの地点

⑤の地点 ④の地点から���度��分��秒、����メートルの地点

⑥の地点 ⑤の地点から���度��分��秒、�����メートルの地点

⑦の地点 ⑥の地点から���度��分��秒、�����メートルの地点

⑧の地点 ⑦の地点から���度��分��秒、����メートルの地点

⑨の地点 ⑧の地点から���度��分��秒、����メートルの地点

⑩の地点 ⑨の地点から���度��分��秒、�����メートルの地点

⑪の地点 ⑩の地点から���度��分��秒、����メートルの地点

⑫の地点 ⑪の地点から���度��分��秒、�����メートルの地点

⑬の地点 ⑫の地点から���度��分��秒、����メートルの地点

⑭の地点 ⑬の地点から��度��分��秒、�����メートルの地点

� 面積

��������平方メートル

� 免許の年月日及び番号

平成��年��月��日 指令��河第��号

 閲覧場所

松江市役所

��������
	

都市計画法（昭和��年法律第���号）第��条第�項の規定により、都市計画事業の認可をしたので、同法第��条第�項

第�����号 平成��年�月�日 (�)
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の規定により次のとおり告示する。

平成��年�月�日

島根県知事 澄 田 信 義

� 施行者の名称

出雲市

� 都市計画事業の種類及び名称

出雲都市計画道路事業�・�・��号北本町南本町線、�・�・	�号国道
号有楽町線及び�・�・	�号下沢高西線

� 事業施行期間

平成��年�月�日から平成	�年�月�日まで

� 事業地

� 収用の部分

島根県出雲市今市町南本町、塩冶町、塩冶町字角田及び上塩冶町地内

� 使用の部分

なし

���������	

島根県指定金融機関等の名称等（平成��年島根県告示第��号）の一部を次のように改正し、平成��年��月�日から施行

する。

平成��年�月�日

島根県知事 澄 田 信 義

第�号の表島根県信用農業協同組合連合会の項第�号サを削り、コをサとし、イからケまでをウからコまでとし、アの

次に次のように加える。

イ 浜田市（金城町、旭町来尾、旭町都川、旭町市木及び弥栄町の区域に限る。）

第�号の表島根県信用農業協同組合連合会の項第�号シ中「柿木村」を「吉賀町（柿木村の区域に限る。）」に改め

る。

��������
	

次の者から島根県収入証紙売りさばき人の氏名等を変更した旨届出があった｡

平成��年�月�日

島根県知事 澄 田 信 義

第�����号 平成��年�月�日(�)

指定年月日 指定番号
新 旧

売りさばき場所 住所及び氏名 売りさばき場所 住所及び氏名

昭和�年��月��日 ��� 島根県浜田市高佐

町����－�

島根県浜田市高佐

町����－�

浜田地方猟友会

羽部学

島根県浜田市長浜

町�	－��

島根県浜田市長浜

町�	－��

浜田地方猟友会

森井慧
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� �

特定非営利活動促進法（平成��年法律第�号）第��条第�項の規定に基づき定款の変更の認証申請があったので、同条

第�項において準用する第��条第�項の規定により、次のとおり縦覧に供する。

平成�	年�月
日

島根県知事 澄 田 信 義


 申請のあった年月日

平成�	年�月��日

� 申請に係る特定非営利活動法人の名称

特定非営利活動法人 国際交流フラワー��

� 代表者の氏名

石橋佳昌

� 主たる事務所の所在地

出雲市西新町
丁目���番�号

� 定款に記載された目的

この法人は、花と緑を通じた環境保全、美化推進に係る活動を行うとともに、他地域からの来訪者との交流活動、子

どもの健全育成、福祉増進等に関する事業を行い、花と緑を通じた潤い、活力のあるまちづくりに寄与することを目的

とする。

� 縦覧に供する書類

変更後の定款

定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書

定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の収支予算書

� 縦覧期間

申請書を受理した日から�月間

� 縦覧場所

県政情報センター（県庁南庁舎
階）

特定非営利活動法人の事務所の所在地を所管する隠岐支庁又は総務事務所

計量法（平成�年法律第��号）第��条の規定に基づき、特定計量器の定期検査を次のとおり実施するので、同法第��条

第�項の規定により公告する。

平成�	年�月
日

島根県知事 澄 田 信 義


 定期検査の対象となる特定計量器

計量法施行令（平成�年政令第���号）第��条第
項に規定する非自動はかり（同令第�条第
号又は第�号に掲げ

るものを除く。以下同じ。）、分銅及びおもり

� 実施する定期検査

� 特定計量器検定検査規則（平成�年通商産業省令第	�号）第��条第
項第
号及び第�号の規定に該当する特定計

量器の検査

第�����号 平成�	年�月
日 (	)

検 査 期 日 検 査 場 所 検 査 区 域

��月��日から��月��日まで 特定計量器の所在の場所 雲南市、江津市、出雲市
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備考 この検査を受けようとするものは、特定計量器検定検査規則第��条第�項の規定による所在場所定期検査申請書

を提出すること。

� 特定計量器検定検査規則第��条第�項第�号、第�号及び第�号の規定に該当する特定計量器の検査

備考 この検査を受けようとするものは、特定計量器検定検査規則第��条第�項の規定による所在場所定期検査申請書

を提出すること。

� �及び�に該当しない特定計量器の検査

備考 受付時間は、上記検査時間のうち��時から��時までの間を除く時間とする。

宅地建物取引業法（昭和�	年法律第�	
号。以下「法」という。）第��条の�第�項（法第��条の�第�項において準

用する場合を含む。）の規定に基づき、法第��条第�項の規定により知事の登録を受けている者で宅地建物取引主任者証

の交付を受けようとするものが受講しなければならない講習を次のとおり指定する。

平成�	年月�日

島根県知事 澄 田 信 義

� 主催者の名称、住所及び連絡先

社団法人島根県宅地建物取引業協会 松江市寺町���－� ����－��－
	��

� 開催日時並びに会場の名称及び所在地

第��
��号 平成�	年月�日(�)

検 査 期 日 検 査 場 所 検 査 区 域

�月�日から��月��日まで 特定計量器の所在の場所 雲南市、江津市、出雲市

検 査 期 日 検 査 時 間 検 査 場 所 市 町 村

�月�日及び同月�日 ��時から��時��分まで

雲南市役所 雲南市
�月日 ��時から��時��分まで

�月�日 ��時から��時��分まで

�月��日及び同月��日 ��時から��時��分まで

�月�
日 ��時��分から�
時まで

江津市役所 江津市�月�	日及び同月��日 �時��分から�
時まで

�月��日 �時��分から��時まで

��月�日及び同月�日 ��時から��時��分まで

出雲市役所 出雲市

��月�日及び同月�日 ��時から��時��分まで

��月日 ��時から��時��分まで

��月�	日 ��時��分から�
時まで

��月��日から同月��日まで ��時から�
時まで

��月��日及び同月��日 ��時から�
時まで

��月�
日 ��時から��時��分まで

��月�	日及び同月��日 ��時から�
時まで

��月��日から��月�日まで ��時から�
時まで

開催年月日 時 間 会 場 名 所 在 地

平成�	年月�日（金）
午前�時��分から午後�時

��分まで
浜田建設会館 浜田市原井町���－��



島 根 県 報

� 受講料

������円

第�����号 平成��年�月	日 (
)

平成��年�月��日（金）
午前�時��分から午後時

��分まで
ホテル宍道湖 松江市嫁島�丁目��－��

平成��年	月��日（金）
午前�時��分から午後時

��分まで
島根県不動産会館 松江市寺町���－	



平成��年�月�日 印刷
平成��年�月�日 発行 発行者 島 根 県 発行所 松江市殿町 島 根 県 庁

印 刷 松江市学園南 松陽印刷所
定価 �か月 �����円

(送料共)
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